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第２ 事業の客観性・透明性の確保 

 

○情報の一層の公開 

河川局海岸室では、開催した委員会等を公開するとともに資料及び議事内

容等を公表するなど積極的な情報公開に努めている。 
 

・高波災害対策検討委員会について 
 

平成２０年２月に富山県で発生した災害を契機に設置した高波災害対策検討委員

会は各回の会議を公開、議事内容等を公表している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 新規施策、新規事業要求時には、事前に評価を実施し公表 
 

・ 政策アセスメント（事前評価）の実施 

地球温暖化に伴う海面上昇等への緊急的な適応策としての高潮・高波対策等の推進、

広域侵食対策事業の創設及び沿岸域一帯の危機管理・減災対策の強化について概算要

求するに当たり、必要性・効率性・有効性の観点から厳しくチェックし、特に必要性の観点か

らは目標と現状の乖離の把握やその原因分析・課題の特定を行うなど政策アセスメント

を実施している。 

 
 

・ 個別公共事業評価（新規事業採択時評価）の実施 
西湘海岸の新規直轄化を要求するに当たり、公共事業の効率性及びその実施過程の

透明性の一層の向上を図るため、費用対効果分析を含め、必要性・効率性・有効性等の

観点から総合的に新規事業採択時評価を実施している。 

 


